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田
上
穰
治
著

『
全
訂
行
政
法
総
論
』

　
著
者
、
田
上
教
授
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
あ
え
て
紹
介
す
る
心
要
は
な
い
と

お
も
う
。
同
教
授
は
、
憲
法
・
行
政
法
の
分
野
に
お
い
て
非
常
に
籔
多
く
の
螢

作
を
世
に
問
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
紹
介
す
る
全
訂
・
行
政
法
絡
論

は
、
行
政
法
の
教
科
書
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
新
書

版
二
四
三
頁
と
い
う
小
珊
子
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
は
行
政
法
総
論
で

と
り
あ
つ
か
う
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
重
要
問
題
を
ふ
く
む
。
さ
ら
に
、
間
題
の

読
明
に
あ
た
つ
て
、
多
く
の
到
例
・
學
誘
の
検
討
は
も
ち
論
、
随
所
に
濁
自
の

見
解
を
し
め
さ
れ
る
。

　
な
お
、
本
書
は
奮
著
、
行
政
法
纏
論
を
訂
正
し
た
も
の
で
、
各
篇
各
章
の
配

列
等
は
奮
著
と
同
檬
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
政
組
織
法
（
第
二
編
）
は
加
筆
訂

正
に
よ
つ
て
い
る
が
、
第
一
編
・
基
礎
理
論
は
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
あ
ら
た
に

書
下
す
と
い
う
訂
正
方
法
を
探
用
し
て
い
る
。
一
方
、
訂
正
の
内
容
は
、
文
章

の
李
易
化
・
説
明
方
法
の
礎
更
、
さ
ら
に
は
、
自
説
の
修
正
等
に
お
よ
ぶ
。
し

た
が
つ
て
、
奮
著
名
に
よ
り
乍
ら
、
實
質
的
に
は
、
あ
ら
た
に
本
書
を
著
述
せ

ら
れ
た
と
い
い
え
よ
う
。

紹
介
と
批
評

本
稿
は
、
右
の
事
情
を
考
慮
し
、

て
、
記
述
を
す
す
め
る
。

★

と
く
に
本
書
の
第
一
編
に
重
鮎
を
お
い

　
第
剛
章
　
権
力
の
分
立
　
　
一
盟
、
行
政
な
る
概
念
が
立
法
・
司
法
と
の
關

聯
に
お
い
て
の
み
決
定
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
人
の
み
と
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
行
政
の
概
念
・
本
質
等
は
灌
力
分
立
の
説
明
よ
り

導
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
書
も
こ
の
酷
、
他
書
と
お
な
じ
く
灌
力
分
立
よ
り
は

じ
ま
る
。
そ
し
て
、
通
読
の
ご
と
く
形
式
的
意
義
と
實
質
的
意
義
の
灌
力
分
立

を
厘
別
し
な
が
ら
そ
の
關
聯
性
を
も
探
究
す
る
。
こ
の
馳
、
本
書
は
い
う
。

「
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
灌
力
分
立
（
形
式
的
意
義
の
椹
力
分
立
…
…
筆
者
註
）

は
、
國
の
作
用
が
性
質
叉
は
目
的
に
よ
つ
て
三
種
に
厘
別
さ
れ
る
こ
と
と
表
裏

の
關
係
に
あ
る
。
國
會
・
内
閣
及
び
裁
到
所
に
そ
な
わ
る
組
織
法
的
特
色
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
機
關
に
本
來
蹄
属
す
べ
き
作
用
の
本
質
を
決
定
す
る
の
で
あ
つ

て
、
こ
の
よ
う
な
國
の
作
用
の
性
質
に
よ
る
厘
別
を
、
實
質
的
意
義
の
灌
力
分

立
と
い
う
。
…
…
さ
ら
に
内
閣
の
統
轄
の
下
に
そ
の
灌
限
の
行
使
に
つ
き
内
閣

が
國
會
に
封
し
蓮
帯
責
任
を
お
う
行
政
機
關
は
、
民
主
政
治
を
實
施
す
る
の
に

適
す
る
か
ら
、
行
政
機
關
に
固
有
な
作
用
と
し
て
の
實
質
的
意
義
の
行
政
は
、

法
を
手
段
と
し
て
公
盆
を
實
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
作
用
と
解
さ
れ
る
。
」

（
一
四
頁
・
傍
鮎
筆
者
）
灌
力
分
立
に
形
式
的
・
實
質
的
厘
別
の
あ
る
こ
と
は
誰

も
が
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
爾
者
の
關
聯
性
を
明
確
に
論
ず
る
書
は
少
な
い
。

こ
の
鮎
、
組
織
法
的
特
色
が
そ
の
特
色
に
合
致
し
た
作
用
を
形
成
す
る
と
説
明

す
る
黙
、
ま
さ
に
卓
見
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
著
者
は
行
政
の
概
念

構
成
に
あ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
滑
極
的
（
控
除
的
）
概
念
構
成
を
さ
け
、
行
政
に

一
三
七

（
二
五
五
）



紹
介
と
批
評

積
極
的
意
味
を
も
た
せ
ら
れ
る
こ
と
、
右
の
ご
と
く
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
書

は
、
實
質
的
意
義
の
行
政
を
読
明
す
る
が
、
そ
の
説
明
は
目
的
と
性
質
の
爾
面

よ
り
こ
れ
を
み
る
。
こ
の
黙
、
奮
著
に
は
み
ら
れ
な
い
読
明
方
法
で
あ
る
。
灌

力
分
立
に
つ
い
て
著
者
は
、
「
行
政
法
講
座
」
（
第
一
巻
）
お
よ
び
「
憲
法
原
論
」

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
　
行
政
魔
の
裁
畳
　
　
自
由
裁
量
と
法
規
裁
量
の
匿
別
、
こ
れ
は
行

政
法
學
の
存
す
る
か
ぎ
り
く
り
か
え
L
論
ぜ
ら
れ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
わ
が
國

で
は
、
法
文
の
字
句
に
重
き
を
お
き
爾
者
を
厘
別
し
よ
う
と
す
る
見
解
と
、
法

文
の
性
質
か
ら
爾
者
を
わ
け
よ
う
と
す
る
意
見
と
が
封
立
す
る
。
著
者
は
後
者

の
側
に
た
た
れ
る
。
奮
著
に
お
い
て
は
、
オ
ッ
ト
オ
・
マ
イ
ヤ
ア
の
い
う
法
治

行
政
の
原
則
た
る
、
法
律
の
留
保
・
法
律
の
優
勝
性
の
二
原
則
に
著
目
し
、
法

律
の
留
保
を
基
準
と
し
爾
裁
量
を
匠
別
さ
れ
た
。
本
書
の
場
合
は
読
明
方
法
が

奮
著
と
こ
と
な
る
。
ま
ず
、
法
規
裁
量
に
つ
き
、
こ
れ
が
羅
束
庭
分
と
こ
と
な

る
鮎
を
、
法
律
要
件
に
ふ
く
ま
れ
る
不
確
定
概
念
の
解
羅
・
法
律
事
實
の
認
定

の
難
易
に
も
と
め
る
。
そ
し
て
、
法
規
裁
量
の
場
合
不
確
定
概
念
に
つ
い
て

は
、
脛
験
的
事
實
・
状
態
に
か
ん
す
る
も
の
は
脛
験
律
を
、
慣
値
概
念
に
ぞ
く

す
る
も
の
は
當
該
法
律
・
憲
法
に
よ
り
客
観
化
さ
れ
た
世
界
観
を
解
繹
の
基
準

に
え
ら
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
、
一
見
、
自
由
裁
量
た
る
感
を
い
だ
か
せ
る
法
規
裁

量
の
場
合
の
基
準
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
「
灌
力
的
行
政
に
お
け
る
要
件
の

補
充
と
効
果
」
と
し
、
灌
力
的
行
政
は
法
律
の
留
保
と
自
由
権
の
規
定
に
よ
る

制
限
を
う
け
る
と
論
じ
、
公
共
の
福
祉
と
灌
力
的
行
政
の
關
係
に
お
よ
ぶ
と
こ

ろ
は
、
本
書
の
う
ち
で
も
著
者
の
面
目
を
も
つ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
す
部
分
で
あ

ろ
う
。

　
な
お
、
裁
量
問
題
を
論
じ
乍
ら
、
裁
量
と
訴
訟
と
の
關
係
を
も
と
り
あ
つ
か

一
三
八

（
二
五
六
）

う
。
法
規
裁
量
と
自
由
裁
量
の
匠
別
は
訴
訟
を
度
外
親
し
て
は
あ
ま
り
意
味
が

な
い
。
こ
の
部
分
で
、
自
由
裁
量
の
灌
限
喩
越
と
濫
用
は
違
法
を
み
ち
び
き
、

卑
純
に
自
由
裁
量
行
爲
の
取
消
を
も
と
め
る
訴
は
却
下
、
裁
量
行
爲
の
越
権
・

濫
用
を
主
張
す
る
訴
は
違
法
で
な
け
れ
ば
棄
却
と
さ
れ
る
。
右
の
訴
却
下
を
主

張
さ
れ
る
馳
、
奮
著
以
來
ゆ
ず
ら
れ
ぬ
見
解
で
あ
り
、
精
密
な
る
理
論
構
成
を

う
ち
に
藏
し
て
い
る
が
、
場
合
に
よ
つ
て
は
、
こ
れ
に
た
い
す
る
異
見
も
そ
ん

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
記
述
の
後
、
警
察
作
用
が
典
型
的
な
法
規
裁
量
行
政
で
あ
る
こ

と
に
著
目
し
、
警
察
灌
の
一
般
的
基
準
に
か
ん
す
る
原
則
を
の
べ
乍
ら
、
裁
量

問
題
を
具
膣
的
面
よ
り
説
明
さ
れ
る
。
な
お
、
警
察
灌
關
係
に
つ
き
、
著
者
は
、

名
著
、
「
警
察
法
」
（
法
律
學
全
集
）
を
最
近
公
に
さ
れ
た
。
初
學
者
が
本
章
を

瞼
討
す
る
さ
い
、
こ
の
書
を
も
併
讃
さ
れ
れ
ば
盆
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
章
　
公
法
關
係
の
意
義
　
　
本
章
に
お
い
て
、
公
法
關
係
と
私
法
關
係

を
匠
別
す
る
基
礎
を
、
ま
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
義
の
三
分
類
に
も
と
め

る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
的
背
景
に
よ
り
つ
つ
、
さ
ら
に
、
現
實
の
制
度
と
し
て

の
爾
者
の
匿
別
を
、
憲
法
に
よ
り
客
観
化
さ
れ
た
世
界
観
に
よ
る
と
し
、
「
超

個
人
主
義
的
保
守
的
世
界
観
の
下
で
は
公
法
關
係
の
優
位
と
な
り
、
自
由
主
義

的
世
界
観
の
下
で
は
私
法
關
係
が
廣
く
認
め
ら
れ
る
。
」
（
四
八
－
九
頁
）
と
一

般
原
則
を
の
べ
る
。
し
か
る
後
、
各
種
公
法
關
係
を
の
べ
乍
ら
、
と
く
に
公
法

關
係
に
お
け
る
司
法
審
査
の
限
界
を
強
調
さ
れ
る
馳
、
裁
到
規
範
的
（
民
商
法

的
）
行
政
法
の
傾
向
を
と
り
が
ち
な
今
日
、
お
お
い
に
注
目
す
べ
き
態
度
で
あ

る
。　

本
章
は
、
こ
の
ほ
か
、
「
行
政
事
件
と
民
事
事
件
の
匠
別
」
を
の
べ
る
。
最

近
の
多
く
の
行
政
法
教
科
書
は
、
行
政
雫
訟
の
章
を
そ
の
絡
論
の
う
ち
に
お
き
、



し
か
も
、
こ
の
部
分
を
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
は
絡
論
中
に
行
政
雫

訟
の
章
を
と
く
に
設
け
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
書
第
二
雀
に
ゆ
ず
ら
れ
て
い

る
1
本
書
・
は
し
が
き
参
照
i
。
本
書
は
こ
の
よ
う
に
、
行
政
雫
訟
に
か

ん
す
る
系
統
的
記
述
を
か
い
て
い
る
が
、
行
政
訴
訟
に
か
ん
す
る
重
要
問
題
・

根
本
間
題
は
随
所
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
本
章
の
こ
の
部
分
に
お

い
て
も
、
抗
告
訴
訟
と
し
て
、
取
消
・
無
効
確
認
訴
訟
・
桓
否
塵
分
に
か
ん
す

る
訴
訟
が
、
さ
ら
に
、
當
事
者
訴
訟
・
機
關
訴
訟
・
民
衆
訴
訟
が
相
営
詳
し
く

の
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
行
政
事
件
に
か
ん
す
る
到
例
に
た
い
し
鏡
い
批

到
を
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
著
者
の
見
解
は
注
意
を
ひ
く
。

　
第
四
章
　
行
政
行
爲
の
公
定
力
　
　
本
章
は
一
般
に
行
政
行
爲
の
意
義
・
種

類
、
行
政
行
爲
の
附
款
・
行
政
行
爲
の
暇
疵
（
無
効
原
因
と
取
清
原
因
）
等
と

し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
等
が
と
く
に
私
法
上
の
法
律
行
爲

と
こ
と
な
る
鮎
は
、
行
政
行
爲
に
公
定
力
の
あ
る
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の

た
め
、
こ
れ
等
を
「
行
政
行
爲
の
公
定
力
」
と
し
て
本
章
に
あ
つ
め
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
章
に
も
、
前
述
の
ご
と
き
、
行
政
雫
訟
關
係
の
項
目
が
の
べ
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
行
政
行
爲
の
公
定
力
と
行
特
法
」
「
行
政
庭
分
の
取
滑

講
求
と
無
効
確
認
講
求
」
。

裁
・
昭
和
三
〇
・
四
・
一
九
判
決
）
に
反
封
し
、
公
務
員
の
個
人
責
任
を
み
と

め
ら
れ
る
黙
を
指
摘
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

★

　
本
書
は
右
に
の
べ
た
ご
と
く
、
著
者
の
す
ぐ
れ
た
見
解
を
多
く
ふ
く
み
、
ぎ

わ
め
て
特
色
あ
る
著
述
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
小
珊
子
に
最
大
限
度
の
内
容
を

も
り
こ
み
、
し
か
も
、
程
度
の
高
い
教
科
書
と
し
て
の
本
書
は
、
行
政
法
に
關

心
を
よ
せ
ら
れ
る
諸
氏
の
必
讃
の
書
と
考
え
る
。
こ
れ
が
、
著
者
、
田
上
先
生

に
教
え
を
乞
う
て
い
る
身
を
も
か
え
り
み
ず
非
禮
な
紹
介
の
筆
を
と
つ
た
理
由

で
あ
る
。
最
後
に
、
本
書
に
ひ
き
つ
づ
き
、
行
政
作
用
法
と
行
政
雫
訟
法
の
書

を
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
れ
る
日
の
一
日
も
早
き
こ
と
を
お
願
い
し
て
筆
を
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
信
堂
登
行
、
昭
和
三
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
子
勢
雄
）

　
こ
の
ほ
か
、
本
書
は
、
第
五
章
・
行
政
上
の
彊
制
、
第
六
章
・
行
政
犯
と
行

政
罰
、
第
七
章
・
行
政
上
の
損
失
補
償
と
損
害
賠
償
、
の
章
を
設
け
、
第
一
編

・
基
礎
理
論
を
お
わ
る
。
こ
れ
等
の
章
に
お
い
て
も
、
著
者
の
す
ぐ
れ
た
見
解

が
随
所
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
等
の
う
ち
か
ら
一
つ
、
國
家
賠
償
關
係

で
、
公
務
員
の
被
害
者
に
た
い
す
る
直
接
の
責
任
を
否
認
す
る
到
例
（
最
高

紹
介
と
批
誇

二
二
九

（
二
五
七
）


